	ガイナーレ鳥取　サッカースクール

規　　　約


【名称・所在地】株式会社SC鳥取が主催するガイナーレ鳥取サッカースクールと称し、事務局を



米子市法勝寺町７０に置く。
【 eq \o\ad(入会資格,　　　　　　)】スポーツを行うのに適した健康状態である者とする。
【 eq \o\ad(指導,　　　　　　)】本スクールの会員は、定められた会場、日程、時間に指導を受ける資格を有する。

　　　　　　　　
但し、雨天等により指導時間を変更する事がある。

【 eq \o\ad(入会手続き,　　　　　　)】別に定める入会申込用紙に必要事項を記入捺印し、写真１枚を添えて提出する。

【会費の不返還】一旦納入した会費は、原則として理由の如何を問わず返還しない。
【参　　加　費】参加費は、株式会社SC鳥取が指定する口座へ指定日までに振り込む。

会員が正当な理由がなく会費等の納入を怠った時は指導を停止され、会員としての資格を失うものとする。

【 eq \o\ad(通知義務,　　　　　　)】会員は住所、電話番号等必要事項の変更が生じた場合には、速やかに本スクール事務局
　　　　　　　　
又は、担当コーチに報告しなければならない。
【休校・閉鎖】本スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他スクール通常の継続が困難となる事
由が生じた時は、無条件に休校、もしくは閉鎖することができる。

【 eq \o\ad(健康管理,　　　　　　)】本スクールに参加する会員の健康状態に関しては常に保護者が責任をもって管理するも
のとし、当クラブとして指導等は行うが、一切の責を負わないものとする。
【 eq \o\ad(傷害事故,　　　　　　)】練習中の事故については、本スクールが応急処置を行うが、その後の処置については、
保護者が責任を負うものとする。

【 eq \o\ad(傷害事故の補償,　　　　　　)】練習中の事故については、本スクール加入の傷害保険範囲内にて責に任ずるものとし

　　　　　　　　
その範囲を越える責は一切負わないものとする。

《傷　害　保　険　概　要》

　　　 eq \o\ad(通院保険金,　　　　　　　)：傷病で通院の場合、通院日数1日につき傷害1,500円、特定疾病1,000円。

　　　　　　　　　　　事故の日から180日以内の通院で、給付日数は90日を限度とする。

　　　 eq \o\ad(入院保険金,　　　　　　　)：傷病で入院の場合、1日につき傷害4,000円、特定疾病2,000円。

　　　　　　　　　　　事故の日から180日以内の入院で、給付日数は180日を限度とする。

　　　後遺障害保険金：事故の日から180日以内にそのケガが原因で後遺障害が生じた時、その　　　　　　　　　　　程度に応じて最高金額（傷害1000万円・疾病500万円）の4％～100％。

　　　 eq \o\ad(死亡保険金,　　　　　　　)：事故の日から180日以内にその傷病ため死亡された時、傷害1,000万円、疾病



　　　500万。


補償の範囲は以上の通りです。これ以上の補償を必要とされる方は個人で保険にご加入ください。
詳細についてお知りになりたい場合は、スクール事務局、担当コーチまでお問い合わせ下さい。
